
新しい行政改革の方針 

～県行政の経営改革～ 

 

＜新しい行政改革の方針を示すに当たって＞ 

県では、これまで数次にわたる行財政改革に取り組んできたところですが、

国の「三位一体の改革」の影響によって地方交付税が大幅に削減されたことな

どにより巨額の財源不足が生じたことから、平成18年3月には、こうした影響

や市町村合併の進展等も踏まえ、「新行革大綱」を策定し、その取組を積極的に

進めてきました。 

しかしながら、現時点において一定の条件のもとで試算した財政収支見通し

では、平成20年度以降の財源不足額は、さらに拡大すると見込まれ、また、こ

れまで財源不足への対応として活用してきた財政調整基金等の基金の残高も底

をつく状況になるなど、本県財政は、非常事態とも言うべき危機的な状況に直

面しています。 

 県は、こうした厳しい財政状況の中にあっても、県として果たすべき役割を

将来にわたって担っていく必要があり、持続可能な行財政基盤を確立し、自ら

の責任による自主的、主体的な判断で、真に必要な施策を推進する自律型の県

政経営を実現するため、将来を見据えたさらなる改革に早急に取り組んでいか

なければなりません。 

このため、まずは県として行うべき組織のスリム化などの改革に徹底して取

り組んでいきますが、さらにこれまで実施してきた施策や事業についても、そ

の必要性なども含めて改めて検討し改革を進めていくことが必要なことから、

県民への行政サービスの見直しも避けて通れないと見込まれます。こうしたこ

とから、今回の改革を進めて行くに当たっては、公的サービスの効率化と質的

向上を目指すため、改めて「自助、共助、公助」の考え方も踏まえつつ、県民

や地域の様々な主体、市町、県それぞれのより望ましい役割分担を明確化して

取り組んでいく必要があります。 

こうした今後の財政の見通しや「滋賀県基本構想」の策定等の状況変化を踏

まえ、行政改革の全体的な考え方を示す「新しい行政改革の方針」を策定し、

新行革大綱を全面的に改めていきます。 



こうした取り組みにより、当面、平成２２年度までの３年間において、県民

にその進捗状況等を明らかにしながら、さらなる改革に集中的に取り組んでい

きます。 

そして、県域のあるべき姿や県の政策等の方向性を示す滋賀県基本構想と、

そのもとで策定したこの方針により県政経営にあたっていきます。 

 

未来へつなぐ改革の基本方針 

人口減少社会の到来や少子高齢化の進行、深刻化する環境問題など、時代が

大きく変化する中で、多くの県民は、これまで以上にくらしの視点に立った行

政を求めており、医療や学校教育をはじめ、生活安定、環境、雇用、犯罪や災害

に対する備えなどに期待を寄せています。 

「滋賀県基本構想」では、「未来を拓
ひら

く共生社会へ」を基本理念とし、自身の

幸せや豊かさを求めながらも、子や孫たちが滋賀の地に誇りを持ち、幸せや豊

かさを実感し安心して暮らすことができるように行動していくことが大事であ

ることを掲げ、地域や個人が自律性を高め、様々な主体が協働していくことに

よって共生社会を築き、私たちのくらしの未来、社会の未来を切り拓いていく

こととしています。 

こうした基本構想の理念のもと、県として果たすべき役割を担っていけるよ

うにするため、自律的で持続可能な行財政基盤を確立し、県民の生命とくらし

を守り、次世代を育成することができるよう、改革を進めていく必要がありま

す。 

また、県民のくらし感覚である「もったいない」に込められた、物事や人、

自然などが持つ本来の価値を損なわず、最大限に活かしていこうとする創意工

夫の考え方を活かしながら、未来へつなぐ改革として取り組んでいくことが重

要です。 

さらに、人々のくらしを支える公共サービスを住民のニーズや地域の実情に即

して適切に提供していくためには、地域にかかわることは、住民の意思と選択

に基づいて地域で決定できる仕組みに変えていくことが必要です。 

そのためには、法で定められた規制や全国的な基準のみではなく、それぞれ

の地方自治体が住民ニーズを踏まえながら、自らの判断で使途を決定できる財



源の確保を図りつつ、自主的、主体的な判断で真に必要な施策を地域の実情に

応じて推進できるようにしていかなければなりません。 

現在、議論が進められている地方分権改革においても、自主的な判断で対応

できる権限と使途を決定できる財源を備え、自律的・主体的に地域の課題を効

果的に解決できるような、中央政府と対等・協力の関係に立つ「地方政府」の

確立が求められており、こうした地方の権限と財源のあり方そのものに着目し

た拡充を国に強く働きかけながら取り組んでいく必要があります。 

県政においても、こうした分権改革の流れを踏まえ、これまでも経営的視点

を取り入れて改革に取り組んできましたが、県民の満足度を最大限に向上させ

るため、限られた資源でどのような施策を、どの程度、どのように実施してい

くかという視点で判断する「県政経営」を今後一層推進していく必要があり、

次のような基本方針で改革に取り組んでいきます。 

(1) 「地方政府」としての県の役割の発揮 

県は、自主的な判断で対応できる権限と使途を決定できる財源を備える、

いわば「地方政府」として、県民のくらし感覚に根ざした地理的、文化的な

まとまりを背景とした広域的視点から地域の価値を引き出すとともに、滋賀

らしい魅力ある地域づくりを進めていくなど、滋賀県域の発展を担っていき

ます。 

また、「近接・補完の原理」のもと、市町の役割がますます高まっていま

すが、県域に及ぶ広域的な課題や高度な専門性が必要となる課題、市町では

効率的・効果的に対応できない課題などについて、県が担っていきます。 

(2) 市町とのより適切な連携・協力関係の構築 

地方分権改革の方向性や地域における総合的な経営主体として住民に対し

て直接的に対応する市町の役割を踏まえるとともに、市町と県の行政サービ

スが、県民の視点から、全体として一層効果的かつ効率的なものとなるよう、

より適切な連携、協力関係を構築していきます。 

(3) 自律的で持続可能な財政基盤の確立 

県を取り巻く諸情勢の変化や県の果たすべき役割を踏まえながら、県とし



て真に取り組むべきものかどうかという視点で施策を見直すとともに、県独

自の歳入を確保することや必要な財政需要に見合った財源措置を国へ要請

することなどにより、自律的で持続可能な財政基盤を確立していきます。 

(4) 対話と共感による開かれた県政の推進 

県民のくらしの現場を基本に県民のくらし感覚に基づく視点や発想に即し

た行政を進めるためには、県行政の透明性を一層向上させること等により、

県政に対する理解を県民により深めてもらうとともに、県民をはじめとする

地域の多様な主体の参画、協働のもとに対話と共感による開かれた県政を目

指していきます。 

(5) スリムな組織体制の構築と県庁力の最大化 

持続可能な行財政基盤を確立し、県としての役割を果たしていけるよう、

まずは県として行うべき組織のスリム化などの改革に徹底して取り組んで

いくこととし、県として果たすべき役割を踏まえながら、常に効率的な組織

体制の構築を目指していきます。また、様々な行政課題や県民ニーズに対応

していくため、職員の創意工夫や現場における行動力などの人的活力や情報

力等が結びついて発揮される県の組織体としての力、いわば「県庁力」を最

大化できる経営体を目指していきます。 

 

１．分権時代を見据えた県の役割の明確化 

地方分権改革の動向、県民等多様な主体の公共的活動の状況、市町の状況な

どを踏まえ、県民や地域の多様な主体、市町、国などとの関係や役割について、

「滋賀県・市町パートナーシップのあり方検討協議会」における次の考え方も

踏まえながら明確化していきます。 

(1) 住民等と行政の役割分担 

地域の実情や住民のニーズを踏まえた活気あふれる地域づくりを推進し

ていくためには、「自助、共助、公助」という住民等と行政の役割について

の基本的な考え方のもとに、住民等の主体的な公共的活動を優先に考え、住

民自治の充実を図っていくことが重要です。地方自治体は、こうした住民の



主体的な活動を尊重しつつ、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地

域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担っていきます。 

(2) 県と市町の役割の明確化 

県と市町は、それぞれの性格に応じた役割分担を明確にし、相互に競合し

ないようにしながら、対等のパートナーとして連携、協力する必要がありま

す。 

具体的には、市町は基礎自治体として、①地域の生活に密着したものなど

市町の責務として行うべきもの、②地域の実情に応じた取組が必要なもの、

③住民にとって市町が行った方が利便性が高く、効率的、効果的なもの、④

受益範囲が単一市町に限定されるもの、⑤単一市町における活動を対象とす

るものを担います。 

県は市町を包括する広域自治体として、①広域的な行政需要・行政対象へ

の対応、②国・他府県・市町間等の調整等を要するものへの対応、③高度な

技術、専門性を要するものへの対応、④県域レベルで活動する公的サービス

等を担う人材の養成、活用、⑤県域全体の方向性を導く取組を担います。 

このような考え方を基本に、個々の事務の性格や実態等を考慮しながら取

り組んでいきます。 

 

２．市町とのより適切な連携・協力関係の構築 

県、市町を通じた厳しい財政状況の中で、地域の自治をより充実したものと

するため、できる限り市町において、住民に身近な行政事務を自主・自律の判

断のもとに、迅速かつ効率的に完結して行えるよう、自主的な意思に基づく権

限移譲を推進するなど、住民の視点から見てより効果的・効率的な行政サービ

スや自治のあり方を目指して取り組んでいきます。 

 

３．持続可能な財政基盤の確立 

県では、これまでも数次にわたる財政改革の取組を積極的に進めてきたとこ

ろですが、国の「三位一体の改革」により地方交付税が大幅に削減されたこと

などから、非常に厳しい財政運営を強いられていることに加え、国の「歳出・



歳入一体改革」により地方歳出を削減し、県税と地方交付税を合わせた地方一

般財源を今後もさらに抑制する方針が示されています。 

  また、これまで人口増等に対応した施設整備、生活環境の向上や産業振興等

のための社会基盤整備のほか、各行政分野で本県の特色ある施策や施設の整備

を実施してきたことにより、県民のくらしの利便性や豊かさは大きく向上しま

した。一方で、事業の縮小や施策内容の見直し等を行ってはいるものの、国が

県税と地方交付税を合わせた一般財源を今後も抑制する方針を示す中、県の施

策・事業の推進への対応を含めて、財政運営は大変厳しい状況となっています。 

さらに、こうした厳しい状況に対応するため、この間財政調整基金など財源

調整機能を持つ基金の取崩しによる財政運営を行ってきたことから、これらの

基金もほとんど底をつく状況となっています。 

こうした中、平成１９年度当初予算を基礎とし、一定の前提条件を設定した

上で、平成２０年度から平成２２年度までの財政収支見通しを試算すると、巨

額の財源不足が見込まれ、本県の財政状況は、まさに「非常事態」ともいうべ

き危機的状況となっています。 

このため、次の方針に沿ってさらなる財政改革に着実に取り組んでいきます。 

(1) 道筋を明確にしつつ機動的に対応する 

「新たな財政構造改革プログラム」の策定過程において、平成１９年度当

初予算を基礎とし、一定の前提条件で財源不足額を試算すると平成２０年度

では約４００億円、平成２１年度では約４６０億円、平成２２年度では約４

５０億円となりました。 

巨額の財源不足額に対応し、持続可能な財政構造への転換を図るため、ま

ずは現在直面している財政危機を回避することとし、財源不足額と財源不足

への対応や施策・事業の見直しなどの当面の道筋を「新たな財政構造改革プ

ログラム」を策定して明らかにするとともに、経済動向や地方財政制度の動

向に機動的に対応しながら、これに着実に取り組んでいきます。 

 

 



 

(2) 歳入・歳出両面から大胆に取り組む 

財政改革を進めるに当たっては、これまでの枠組みにとらわれない大胆な

視点から改革に取り組むとともに、県にとって必要な施策の実施のため、あ

らゆる財源の確保に努めます。とりわけ、県税や地方交付税などの一般財源

等の真に必要となる財源の確保のため、国への要請も含め、積極的に取り組

みます。 

(3) 歳入確保のための取り組み 

財政改革を進めていくためには、歳出の見直しとともに、自主的、自律的

な行政運営を確保する観点から、当面する財政運営上の対応とともに、経常

的な歳入の確保が図られるよう次の対策を一層強化します。 

① 県税収入の確保 

滞納整理の一層の強化等による収入未済額の縮減などにより、県税収入

の確保を図ります。 

また、県税収入の基盤を拡大するため、将来を見据えた戦略的な企業誘

致や県内企業の活性化などにより、税源基盤の拡充に取り組んでいきます。 

② 県有資産の有効活用 

県有資産について、今後の県としての活用の可能性を十分見極めるとと

もに、県全体の活性化にも配慮しながらその有効活用や売却を検討します。 

③ 一般財源の確保 

全国知事会をはじめとする地方六団体や他の地方団体と連携して、地方

一般財源の確保を国に強く働きかけるとともに、県の財政需要に対応した

財源確保について、国への要請を含め、これまでにも増して積極的に取り

組みます。 

(4) 歳出の見直し 

見直しに当たっては、県の内部事務経費の徹底した縮減に努めるほか、「滋

賀県施策・事業仕分け会議」における仕分けの結果や各委員からの意見を活



用するとともに、これからの県の担うべき役割等も踏まえながら、施策や事業

の必要性や効果性などについて検証し、聖域を設けず徹底的な歳出の見直しを

行います。また、人件費についても定員削減や給与削減、手当の見直し等に

より、一層の抑制に取り組みます。 

(5) 歳出の見直しに伴う受益者負担の見直し 

事務・事業全般について、応益負担の原則を踏まえ、事業に必要となる経

費の見直しや受益の内容、受益者の範囲の実態等を考慮しながら、使用料・

手数料などの受益者負担のあり方そのものから見直しを行います。 

 

４．社会環境の変化や県の役割を踏まえた組織・機構の見直し 

簡素で効率的な組織であることを基本に、県を取り巻く社会環境の変化等を

踏まえた県の役割に基づいて、組織・機構の見直しに取り組みます。 

併せて、事務事業の徹底した見直しや組織・機構の見直しなどに伴い、一層

の定員削減に取り組みます。  

(1) 本庁の組織・機構の見直し 

多様な行政課題に総合的かつ機動的に対応していくため、より簡素で効率

的な組織となるよう部課体制の再編を含めた見直しに取り組みます。 

(2) 地方機関等の組織・機構の見直し 

① 振興局および地域振興局 

地方分権の進展や市町合併、社会経済情勢の変化に伴い、県の果たすべ

き役割や県と市町との関係が変化しており、これらを踏まえるとともに、

今後の市町合併の動向も考慮しながら、振興局・地域振興局の地域経営機

能、総合調整機能および市町に対する支援機能、危機管理機能、行政サー

ビス提供機能の点検、見直しを行い、そのあり方について検討します。 

 



② 試験研究機関 

県の役割を踏まえた研究ニーズやこれまでの研究成果を踏まえ、研究課

題の大幅な見直しに取り組むとともに組織のスリム化や再編整備に取り組

みます。 

③ その他の機関 

県を取り巻く社会環境の変化や本庁との機能分担を踏まえ、より効率的な

体制となるよう、組織の統廃合など、一層のスリム化に取り組みます。 

特に、複数配置の機関（県立学校を含む。）については、組織の統合・再

編を含めそのあり方を見直します。 

(3) 一層の定員削減 

平成17年度から取り組んでいる現行の定員削減計画を着実に達成するとと

もに、事務事業の徹底した見直しや組織・機構の見直しなどに伴い、今後３

年間で一層の定員削減に取り組みます。 

 

５．公営企業会計等や県出資法人の効率的・効果的な経営の促進  

県と財政面で密接な関係にある公営企業会計等や県出資法人(外郭団体)に

ついて、効率的な運営や減量化を徹底するとともに、事業の効果性の向上など

により効率的・効果的な経営を目指します。 

 (1) 公営企業会計の経営の健全化等 

 病院事業や水道用水供給事業、工業用水道事業および流域下水道事業につ

いて、事業の活性化を図るとともに、経費削減や効率的な業務運営の実施に

より収支の改善に努め、経営の健全化を進めます。 

 (2) 県出資法人（外郭団体）の効率的・効果的な経営の促進 

各出資法人（外郭団体）の設立目的および経営方針に基づき、収益性の向

上や経営の効率化、経営の効果性の向上に向け、団体による主体的な経営の見

直しと中長期的な視点からの団体のあり方についての検討を促進します。また、

県も、次のような業務の共同化や事業規模、組織体制の見直しなどの経営の効



率化・合理化の促進に取り組みます。 

その上で、県が支援している公共的団体を幅広く含めて、改めて真に県民

に必要かという視点で統廃合なども視野に置き、団体のあり方そのものから

見直すため、次期外郭団体見直し計画について検討を行います。 

① 業務の共同化等 

内部管理業務等の共同化や、公の施設を管理する団体の収益的な事業等を

効果的・効率的に実施するための、民間等の知恵も活かした企画・調整等の

連携の推進に取り組みます。 

② 事業規模や組織体制の見直し 

県の施策・事業の見直し状況を踏まえ、団体経営の効率化を推進する観点

から、団体の性質等に応じて組織体制や事業規模などの見直しに取り組みま

す。 

こうした取組と並行して収益性の向上や経営の効率化を図るなどの経営の

見直しを行うとともに、県職員の団体への派遣等について団体の要請に基づ

く必要最小限の範囲となるように見直しを進めます。 

 

６．対話と共感による開かれた県政の推進  

   県政の情報を県民にわかりやすい形で積極的に提供・公開するなど、県政の一

層の透明化を図るとともに、県民のくらしの視点に立った行政を進めるため、

県民との対話を進め、県民から共感が得られる開かれた県政を目指します。 

(1) 費用を明確化して情報提供する取り組みの推進 

県が直接実施する主な事業のうち、特に県民に身近なものについて、県

民の理解を求めるため、行政サービス等に必要な費用をわかりやすい形

（「値札」）で示します。 

(2) 効果的な行政評価手法の導入 

施策評価やベンチマーク等これまで実施してきた行政評価手法を再検証

し、県民によりわかりやすく、より効果的に行政経営に活かしていける一

体的で簡素な手法を導入します。 

 



(3) 県民との対話の推進 

県民が県政情報を県と共有して県政の諸課題を考えられるようにしてい

くため、県政の情報をできるだけ分かりやすい形で積極的に提供・公開す

るとともに、職員のコミュニケーション能力を高め、県民との対話を推進

します。 

(4) 多様な主体との協働を活かした取り組みの推進 

県民ニーズに適切に対応し、県民満足度をより高めるため、県が現在担

っている業務等の内容をＮＰＯ・企業等にわかりやすく提示し、手法等の

提案や参画を求める、あるいは委託等により実施するなど、地域の多様な

主体との協働を促進する仕組みを構築します。 

 

７．効果的な経営のための県庁力の最大化 

限られた経営資源で県民満足度を高めるため、くらし感覚を活かして課題を

積極的に発見し、創意工夫により課題を解決する課題発見・解決型の業務執行

を実現するなど、県の人的活力や情報力を有効に活かし、組織体としての力を

最大限に発揮させていきます。 

(1) ガバナンス機能の強化 

当面する行財政改革に的確に対応しつつ、県民福祉が高められるよう経営

資源の総合的な活用を図るため、政策立案段階等において総合的に調整し、

管理できる機能（庁内ガバナンス）を適切に発揮させるとともに、施策の実

施段階において迅速・的確な対応を図るための庁内分権のあり方を検討しま

す。 

(2) 事業執行方法等の効率化・適正化 

行政のさらなる効率化はもとより、複雑・多様化する県民ニーズに的確・

迅速に対応するため、全庁的視点から業務プロセスや制度・仕組みを見直し

てコストを最小化するなど業務改革を一層推進するとともに、契約事務につ

いて、より競争性や公正性を高めるなどの取組を行います。 

(3) 人事管理の見直し 

職員の意欲や能力を高め、職員の力を最大限に引き出すことを基本に、団



塊世代の職員の退職に伴う職員構成の変化や国において進められている公

務員制度改革の動きなどを踏まえて人事管理の見直しを行います。 

①団塊世代の大量退職への対応および人材の育成・活用 

  団塊世代の大量退職に対応するため、職階・職名の整理や昇任管理の見

直しに取り組むほか、高い専門性や実務能力を備えた人材の確保や再任用

制度の活用などを通じ、組織活力の維持に努めます。 

また、職場研修（O.J.T）を通じて職員が自律的に学び、育つ職場づく

りを進め、組織の使命や目標を達成していくため、管理監督者やグルー

プリーダーの意識改革とマネジメント力の向上に努めるとともに、グル

ープ制のあり方についても見直しを行います。 

さらに、職員研修や人事との連携など人材の育成に向けた総合的な取

り組みを推進するとともに、政策の立案および決定における男女共同参

画を進めるため、引き続き女性職員の登用に取り組み、人材の一層の活

用を図ります。 

② 多様な働き方の推進  

弾力的な勤務時間制度や長期間にわたって育児と仕事の両立が可能と

なるような働き方を選択できるなど、多様な働き方を推進し、働きやす

い職場づくりを通じ、組織の活性化を図ります。 

③ 職員の意欲や能力を引き出す取り組み 

能力・実績主義などを柱とする国の公務員制度改革の動向を注視し、公

正性や納得性の高い人事評価制度の確立に向け、引き続き取り組みます。 

また、職員の意識改革をはじめ、職員が自発的に前例やこれまでの慣

習にとらわれることなく、実践的な創意工夫や改善などに積極的にチャ

レンジできる取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 



＜用語解説＞ 

 用  語 解      説 

1 三位一体の改革  「国から地方へ」、「地方にできることは地方に」との観点で、地方が自らの権限、

責任と財源で行えるよう、①税源移譲、②国庫補助負担金の廃止・縮小（国の関与

の縮小）、③地方交付税制度の改革を一体として進めたものです。結果として、課

題はあるものの、3兆円規模の税源移譲と4兆円の国庫補助負担金の廃止縮小が実

現し、一方で、地方交付税が大幅に削減されました。 

2 地方交付税 国税のうち、所得税や法人税、消費税などの一定割合の額で、地方公共団体が等

しくその事務を行うことができるよう、一定の基準によって国が交付する税のこと

で、歳入に占める割合はほぼ県税収入と同じくらいであり、大きなウェイトを占め

ています。地方公共団体で独自に収入することはできません。 

3 新行革大綱 危機的な財政状況や)市町村合併、地域の多様な主体による公共的活動の活発化

などを背景に、さらなる行政改革に取り組んでいくため、平成18年3月に策定し

た「小さくて創造的な県庁への変身（新行革大綱）」のことです。 

「地域の自立と協働の自治への転換をめざして」を基本理念として、①県行政の

より一層のスリム化と効率化、②市町との新たな役割分担と協力関係の構築、③地

域の多様な主体との協働、④選択と集中の徹底、⑤庁内ガバナンスと分権化、⑥健

全な危機意識と自己革新の６つの視点から改革に取り組むこととしていました。 

4 財政調整基金等

の基金 

 一定の目的のために資金を積み立てておくもので、いわば家計での貯金にあた

り、県の場合は条例によって設置しています。基金の積み立ても、また、取り崩し

も歳入歳出予算に計上し、議会の議決を経て行っています。 

【主な基金の内容など】 

「財政調整基金」…県の年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。例

えば、近年のような景気の低迷で県税収入が少なくなった場合に、取り崩し

て歳入不足を補います。 

「県債管理基金」…県債の将来の償還（公債費の支出）に備えて積み立ててお

く基金で、近年のように、公債費の支出が増加してきた際に、取り崩して公

債費の支出に充てます。 

財政調整基金は、その設置目的から、また、県債管理基金は、公債費の支

出が毎年度一定額はあり、県税収入の動向などに応じてそれを補うことがで

きることから、この二つの基金は、「財源調整機能」がある、と言います。

「特定目的基金」…財政調整基金と県債管理基金以外の基金をまとめて「特定

目的基金」と言います。例えば環境活動への支援、一定の施設の整備など、

条例で定められた目的（特定目的）を計画的に実施することができるよう、

その使途に限って取り崩すことができることとしてて、設置している基金で

す。 

5 自助、共助、公

助、 

個人の尊厳を最大限に尊重し、個人でできることは、まず個人で解決し（自助）、

個人でできないことは地域やコミュニティなどで助け合い（共助）、自助や共助で

は、どうしても解決できないことを行政が補完する（公助）という考え方です。 

6 協働 ＮＰＯ・企業・行政など立場の異なる組織や人同士が、対等な関係のもと、同じ

目的・目標のために連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取組のことで

す。 

7 共生社会 世代や文化の違いを超えて多様な価値観を認め合い、自然と調和しながら支え合

って共に生きていくことです。 

8 近接・補完の原

理 

地域の課題は、住民の意思と責任によって解決することが重要であるとの認識の

もと、それらを最も反映しやすい市町村が優先的に行い、担い得ない部分をより広

域的な役割を担う県が補い、さらに地方公共団体では担い得ないことを国が担うと

いう考え方です。 



9 滋賀県・市町パ

ートナーシップ

のあり方検討協

議会 

分権一括法により対等・協力の関係となった県と市町が、地方自治を取り巻く環

境が大きく変化していく中で、市町村合併の進展等を踏まえつつ、これからの滋賀

の自治を担っていくための新たなパートナーシップの構築に向けて、協働で検討・

協議するために平成16年に設置したものです。 

①県と市町の役割分担と負担のあり方、②県と市町の対話システム、③県から市

町への権限移譲の３つのテーマについて検討を行い、平成 17 年２月には、「滋賀

県・市町パートナーシップのあり方検討協議会報告」をまとめました。 

10 歳出・歳入一体

改革 

平成18 年 7 月 7 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2006 」において、財政健全化の取組として示されたもので、2010 年代初頭

には基礎的財政収支黒字化を確実に実現するなどを目標として歳出・歳入両面にお

ける具体策を実行するとしたものです。 

地方財政については、国と歩調を合わせた抑制ペースを基本として歳出削減を行い

つつ、歳入面では一般財源の所要総額を確保することにより、黒字基調を維持する

とされています。 

11 住民自治 地方における行政を行う場合に、その地方の住民の意思と責任に基づいて処理す

るとする原則のことです。 

12 地方一般財源 地方自治体全体の一般財源のことをいいます。 

一般財源とは、財源の使い途が特定されておらず、地方自治体の自主的な判断で

その使途を決定できる財源のことで、県では、県税、地方消費税清算金、地方譲与

税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、市町たばこ税県交付

金などがこれにあたります。 

13 滋賀県施策・事

業仕分け会議 

市町村合併の進展や三位一体の改革をはじめとする社会経済情勢の変化や、引き

続き厳しい財源不足が見込まれる状況などに的確に対応していくため、県の果たす

べき役割を改めて検証しながら、県として実施すべき施策・事業のあり方等を外部

の視点で整理する「施策・事業の仕分け」を実施するため、平成18年に設置した

組織であり、県民、企業経営者、学識経験者、市町職員で構成されています。 

平成18年9月13日から平成19年5月9日にかけて、平成18年度予算に計上した

2,425件の事業項目について検討を行いました。 

14 応益負担の原則  行政サービス等によって受けた利益の大きさに応じて、税やかかった費用などを

負担すべきとする考え方のことです。 

15 地方六団体 全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町

村会および全国町村議会議長会の地方関係六団体の総称です。 

16 行政評価手法 行政評価とは、行政が実施している政策、施策や事務事業について、成果指標等

を用いて有効性、効率性、必要性を評価することであり、行政自らが住民の視点に

立って点検・評価し、その結果を次の企画立案に生かすことによって政策の質的向

上を図るための一手法です。 

17 ガバナンス機能 「ガバナンス」とは、英語の「統治、支配、管理、制御、社会的統治」という意

味ですが、本方針においては、特に、「政策立案段階等において総合的に調整し、

管理できる機能」と定義しています。 

18 人事評価制度 能力・業績重視の人事管理を実現するために、職務遂行における個人の能力発揮

状況や仕事の成果を公正・公平に評価する制度が人事評価制度です。 

 具体的には、一定期間の職員の職務遂行に対する評価を行い、その結果を人材育

成、人事異動、給与や昇任などの人事上の処遇に反映させる制度のことです。 

 


